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総務大  E 間耐
片 WJ 善

毘縫
厚生年金特例措第 1条第 1項に規定する場合に該当する喜多芸能等に鑓

する;繋Fもについて(回答〉 

f厚生年金特例法に基づく総務省年金記録確認第三者番民会によ

る意見について(依頼)J (平成 23年 5月 16日付け厚生労働省発年 
0516第 3号)により黄職から依頼のあった標記意見について、年金

記鍛確勝中央鰐三者委員会に対して調査審議を求めたところ、問委書

議会議委践去をから 6月 14日付けで)jlj紙のとおり意見を作成した筒過知

があったので、回答するとともに、意見に基づき厚生年金特例法に

部る申立事擦の年金事務所段階における記鋸訂正等が適切に行われ

るよう拶p臨撃をお頼いする。




